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危機管理としての復興対策 
 

－危機管理期に策定し、地域の衰退を防ぐ復興－ 
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なかばやし いつき 

中 林   一 樹 

直接被害と間接被害の危機管理 

•直接被害への危機管理とは 

  ＊効果的な減災で地域を守る    

       災害対応の危機管理 

•間接被害への危機管理とは 

  ＊被災後の地域衰退を防ぐ 

       地域復興の危機管理 



阪神・淡路大震災以降に発生した地震災害 

発生日６ 地 震 Ｍ 震度 
死 者 

(関連死) 
負傷者 全壊全焼 半 壊 

1995.1.17  阪神・淡路大震災  7.3  ７  
5,502人 

(932人) 
43,792人 111,941棟 144,274棟 

2000.10.6  鳥取県西部地震  7.3  6強  0人 182人 434棟 3.094棟 

2001.3.24  芸予地震  6.7  6弱  2人 287人  69棟 749棟 

2003.7.26  宮城県北部地震  6.4  6弱  0人 677人  1,276棟 3,809棟 

2003.9.26  十勝沖地震  8.0  6強  2人 849人  116棟 368棟 

2004.10.23  新潟県中越地震  6.8  ７  
15人 

(53人) 
4,805人  3,184棟 13,810棟 

2005.3.20  福岡西方沖地震  7.0  6弱  1人 1,204人  144棟 353棟 

2007.3.25  能登半島地震  6.9  6強  1人 356人  686棟 1,740棟 

2007.7.16  新潟県中越沖地震  6.8  6強  15人 2,346人  1,331棟 5,709棟 

2008.6.14  岩手･宮城内陸地震  7.2  6強  23人 426人  34棟 146棟 

2008.7.24 岩手県北部の地震  6.8  6弱  1人 211人  1棟 0棟 

2009.8.11  駿河湾の地震  6.6  6弱  1人 319名  0棟 6棟 

2011.3.11 東日本大震災 9.0 7 
18,689人
(2,688人)  

6,220人 126,574棟 272,302棟 

（阪神・淡路大震災） 



阪神・淡路大震災の教訓 

• 耐震改修が震災対策の基本 

• 耐震改修しか地震の直接死を救えない 

• 耐震改修促進法 

• 仮設住宅で孤独死が多発 

• くじ引きの「公平性」よりも、コミュニティの「地
域の絆」「人と人の絆」が重要 

• 2か月で地域復興計画を決定する2段階決定 

• 住民主体の復興まちづくりの取り組み 

 

 

阪神・淡路大震災の復興は    

    震災直後から始まった 

＊緊急期に始まった復興への取り組み（神戸市） 

 ・被災者の救済対応需要が最大の課題であった、
3日目から「都市整備部門｣で復興が始まった。 

 ・3日～5日に、「被災地の被害状況（復興のため
の街区別被災調査） 」を把握し、計画復興対策
の必要性を判断した。 

 ・避難者がピークの１週間目に、「復興本部」体制
を構築した。 

 ・その後の数日間で、復興都市計画事業の枠組
みが決定され、2週間目に公表した。 



復興の取り組みの判断のために 

市職員が策定した被災調査図 
 

（震災から3～5日目に調査・作成した被害分布図） 

ライフライン復旧･避難者の推移と復興計画 

復興調査 

原案作成 復興計画 

説明広報 

合意形成 



1/31 建築基準法「84条」建築制限区域 



マスコミによる批判 

写真提供： 
神戸防災技術者の会  

内田 恒 

12 
神戸市都市計画審議会 
会場付近（平成７年３月14日） 

写真提供： 
神戸防災技術者の会 

内田 恒 



13 

震災復興事業位置図 

復興都市計画の決定 



15 

現地相談所 

写真提供： 
神戸防災技術者の会 内田 恒 

16 

まちづくり協議会風景 

写真提供： 
神戸防災技術者の会 内田 恒 



復興都市計画は、被災者が避難所にいる時期
（応急対応期）に決定された 

・建築基準法８４条制限方式は、制限期間２ヶ月以内の 
都市計画決定を求める。行政的には、都市復興が先陣。 

・被災者の状況からは、「生活」が先陣。そして、 

  「住まい」、「仕事」、「まち」（都市）の復興を考える。 

・しかし、復興都市計画にも「住民参加」が不可欠である。 

  その住民の多くは「被災者」である。 

・どのように被災者と事前協議をおこなったか。 

  ・被災現地で、計画の公開：「現地復興事務所」 

  ・復興のための住民組織 ：「まちづくり協議会」 

  ・計画決定後、事業決定に向けて計画内容の詰めを 

   まちづくり協議会で展開：「２段階都市計画決定」 

第一段階及び第二段階都市計画 

（Ｐｌａｎｎｉｎｇ） 

第一段階都市計画 

第二段階都市計画 

・区域 

・骨格となる道路・公園 

・現地相談所の開設 

・まちづくり協議会の結成 

・専門家の派遣 

まちづくり提案 

・事業計画 
事業
実施 



六甲道地区 

復興再開発事業の 

２段階決定 
（計画決定/事業決定） 

阪神・淡路震災復興戦略ビジョン(3月) 

阪神・淡路震災復興計画－基本構想－(4月) 各市町 

復興計画 

 

 

 阪神・淡路震災復興計画 (6月) 
 ●復興計画の役割 

  １．被災者・被災団体の自立復興への支援 

  ２．一般県民・団体の復興への参加と実践 

  ３．市町復興計画およびその実施への提案 

  ４．県の復興計画およびその実施への提案 

  ５．国民の復興事業への参加の要請 

  ６．国の復興計画への支援の要請 

 ●復興計画の内容 

  １．復興計画の理念と目標 

  ２．復興計画のフレーム 

  ３．復興事業計画 

   ＊緊急復旧事業 

   ＊リーディング・プロジェクト 

   ＊分野別重要事業 

    都市・都市基盤・住宅・保健･医療･福祉・      

    産業･雇用・生活･教育･文化 

  ４．復興事業推進の課題  

阪神・淡路震災復興計画への提言(4月) 

兵庫県2001年計画
の総合点検 

阪神・淡路
大震災 

復興計画 

における 

住宅、産業
など 

分野別 

基本計画 

の策定 

復興県民フォーラム 

交通基盤復興懇話会 

ひょうご住宅復興会議 

産業復興会議 

保健・医療・福祉復興
県民会議 

新しい家族と地域の
ネットワーキング会議 

男女共生まちづくり会議 

外国人県民復興会議 

県民の集い 

県民の意見提言 

学会提言 

シンクタ
ンク提言 

有識者ア
ンケート 

有識者ヒ
アリング 

＜兵庫県復興計画の体系＞ 



「都市計画・復興事業」決定までの流れ 
• 1.17  阪神・淡路大震災発生 

• 1.31  神戸市「震災復興市街地・住宅緊急整備の基本方針」 

• 2. 1  建築基準法84条による建築制限区域指定（2.16まで） 

• 2.16  建築制限の延長（3.16まで） 

• 2.21  震災復興都市計画（8地区）の発表 

• 2.26  被災市街地復興特別措置法の施行 

• 2.28  復興都市計画案縦覧 

• 3.14  神戸市都市計画審議会開催 

• 3.16  兵庫県都市計画地方審議会開催 

• 3.17  復興土地区画整理事業・市街地再開発事業の 

                         都市計画決定、その結果 

    都市計画法第53条による市街地開発事業区域内での  

                         建築制限へ移行 

      被災市街地復興推進地域指定 

阪神大震災復興関連計画の策定 
3月17日 県市：「区画整理・再開発」区域の告示 

         市：「重点復興区域（条例）」の指定            県：兵庫県 

3月22日     県：「産業復興計画（案）」公表               市：神戸市  

3月27日     市：「神戸市復興計画ガイドライン」公表 

3月28日     県：「震災復興戦略復興ビジョン」報告 

4月  1日   県市：「復興基金」設立 

4月12日   県：「阪神・淡路震災復興計画」委員会審議開始 

4月22日   市：「神戸市復興計画」委員会審議開始 

4月24日   県：「阪神・淡路都市復興基本計画」公表 

5月29日   県：「ひょうご住宅復興会議」提言公表 

6月30日   県：「産業復興計画」 ／  市：「復興計画」発表 

7月17日   市：「復興住宅整備緊急３ｶ計画」発表 

         県：「被災者復興支援会議」設置 

8月  4日   県：「復興計画（フェニックスプラン）」発表 

8月17日   県：「阪神・淡路 都市復興基本計画」 

          「ひょうご住宅復興３ｶ年計画」決定 

 11月30日 神戸市：鷹取「土地区画整理事業」事業決定 



阪神・淡路大震災の教訓 

★＜地域の絆を重視すべきである＞ 

• 戦後日本で、災害復興が最も大きな課題とな
った「都市直下型地震災害」 

• 「復興過程で、2回コミュニティが破壊された」 

• 第一は、避難所から応急仮設住宅に入居に
あたって、（公平と称する）抽選による入居で、
「地域の絆＝コミュニティ」が破壊された。 

• 第二は、応急仮設住宅から復興公営住宅の
入居時に、やはり抽選で、「近隣の絆」が寸断
された。 

（新潟県中越地震）  



新潟県中越地震の教訓 

• 避難所から応急仮設住宅まで「地域の絆」を重
視した。 

• 2年半にわたる応急仮設住宅での生活を、   
「帰村」に結びつける地域の絆づくり。 

• 仮設住宅内での「美容院などの営業」の黙認 

• 高齢者を中心に震災関連死の多発 

• 復興基金の活用・・・・手づくり復興活動の支援 

• それでも、帰村者は70％に留まる 

• 都市・農村交流の維持 

2004年は 

23の台風が発生し、 うち
10の台風が上陸した観測

史上最多の年 
 

 左の台風23号は、日本
に上陸し、20日には兵庫
県豊岡市の円山川で洪水
を起こし、旅行グループが
観光バスの屋上で、一晩を

過ごした。 
 

21日には、中越にも大雨を
降らせて通りすぎた。 

そして23日、地震が起きた 



山古志
の 

崖崩壊 

 

 

 

 

 

 
（国土地理
院調べ） 

山古志 

芋川 

の 

自然 

ダム 

 

 
国土地理院
調べ 

 

左：10／28 

右：11／8 



 中越・山間地域の被災集落の状況 
 

           朝日新聞05.10.22（中越版）より 

事例集落 全壊率 離村希望率 高齢化率 

旧山古志 ４４％ １０％ ３８％ 

小千谷東山 ３２％ ３０％ ３４％ 

長岡太田 ２７％ １５％ ４３％ 

川口木沢 ７３％ ２３％ ４４％ 

栃尾半蔵金 ２３％ ３１％ ６６％ 

中越地震（2004）の復興への歩み 
2004年10月23日 中越地震発生 

   25日 山古志村、長岡市へ全村避難完了 

24日～11月20日 建物応急危険度判定・宅地応急危険度判定調査 

11月 8日 新潟県中越地震復旧・復興対策本部設置 

   12日 山古志村復旧・復興支援プログラム策定の方針（内閣府） 

   18日 山古志村復旧・復興支援関係省庁連絡会議（年度内７回） 

   25日 山古志村「復興に係る支援事項に関する要望事項」提出 

12月15日 応急仮設住宅（3,400戸）の建設完了（2007年8月まで入
居） 

2005年3月1日 県「新潟県中越大震災 復興ビジョン」策定 

   15日 山古志村「山古志復興プラン」策定 

   29日 政府「山古志復旧・復興支援プログラム」公表 

    4月 1日 山古志村等被災町村が長岡市に合併・復興推進室の設
置  

       合併後に「（新）長岡市復興計画」を策定 

2007年8月 応急仮設住宅の閉鎖（災害公営住宅・復興住宅へ転居） 



中越地震の復興課題とその基本方向 
－中林一樹堤案（復興支援会議2004）－ 

①中山間地域の「社会構造」の再生・都市交流 

②中山間地域の「産業構造」の再生・都市交流 

③中山間地域の「空間構造」の再編・創造復興 

④集落空間単位の現地再生復興と移転復興 

⑤崩壊した「宅地」と「住宅」の再建復興と移転復興 

⑥複線復興・総合復興を支える「復興基金」の活用 

⑦山間地域の集落における「減災システム」の構築 

⑧積雪期を組込んだ「不連続復興プログラム」の構築
と「連続復興」へのモチベーションの維持 

⑨広域市町村合併と「ふるさと復興」・「人間復興」 

⑩「村の絆」と「地域こだわり復興」の理念 

山古志復興の基本理念 

千五百年育んできた 

「山の暮らし」の再生 

安全・安心なむらの整備 
・安心して暮らせる土地と住宅 （地すべり対策・雪対策・住まい） 
・アクセス道路の確保       ・ライフラインの復旧  

・情報基盤の整備          ・暮らしを支える公共機能の整備 

山古志の生き方の復興 
・山の棚田を守る集落自治 

・闘牛の復活 

・錦鯉産業の再生 

・手掘隧道の歴史 

・生涯現役で暮らせる地域社会 

山で自立的に暮らすための  
トータルな働き場の整備 

・棚田での米作り   

・棚田での錦鯉生産 

・野菜等の生産基盤再生 

・地域産業の連鎖による就労の場の創出 

新しい山の姿の創造（中山間地域復興のモデル） 
・夢と誇りの持てる暮らしの再生         ・自立と持続的な発展 

・美しい山の姿の創造   ・豊かな山の暮らしの全国への開放・発信 



山古志復興の目標 
 

＊帰村の基本目標時期 

2006年9月 
 

＊事業具現化の目標 
（重点事業＝プロジェクト） 

 

①中山間地型復興モデル住宅 

②ネットワーク型防災社会 

③山古志ブランド農業 

④錦鯉の聖地としての交流拡大 

⑤住民起業、滞在型リゾート 

⑥山古志街道 

⑦美しい景観の形成 

⑧山古志情報センター 

山古志復興プラン 
 

＊復旧・復興の方針 

（山古志復興プラン） 
 

①道路の復旧  

②安全な土地の復旧整備 

③ライフラインの復旧     ④住宅の復旧     

⑤公共機能の復旧     ⑥生業の再生 

⑦新しい山村文化の創造 

⑧中山間地域の生活産業の創造 

⑨親と子どもの夢をかなえる学校づくり 

⑩生涯現役で暮らせる村づくり 

⑪中山間地域における不安のない 

               地域社会づくり 

⑫山古志らしい景観の創造 

⑬トータルに情報発信する仕組み作り 

県の支援（県のプラン） 
＊復興基金の運用 

国の支援 
  ＊山古志復旧・復興支援プラン 

  ＊制度に関する調整・検討 

実
行 

山古志村の集落崩落(0412) 



山古志・油夫（０６０８）３８万立方メートルの埋め立て 

切土・盛土分布と宅地被害の関係 
（新潟県中越地震・長岡市高町団地） 

出典：国土交通省「総合的な宅地防災対策に関する検討会報告（案） 

切土地盤 

盛土高00～05m 

盛土高05～10m 

盛土高10～15m 

切盛境 

地区界 

危険宅地 

要注意宅地 

崩落箇所 

写真 



長岡・高町団地（宅地の崩壊）２週間後 

長岡・高町団地（宅地の崩壊）半年後 



高町団地の復旧状況 

↑2005.5.03 ↑2005.10.23 ↑2005.11.26 

↑2004.11.16 ↑2006.4.21 ↑2006.10.21 

阪神･淡路大震災の教訓と中越地震での取り組み 

 ★ 阪神･淡路大震災 
 

•冬の早朝の地震 
•自宅倒壊で人が死んだ 
•建物の耐震補強の重要性 
•避難所生活 ６ヶ月 
•応急仮設住宅 ５年 
•コミュニティが２回壊れた 
（仮設住宅･公営住宅の入居時） 
•孤独死など、震災関連死が 

発生し、事後対策の重要性 
•災害ボランティア｢市民の絆｣ 
•復興計画「５＋５」、でも 
•10年でも終わっていない復興 
•（新長田再開発事業） 

 

 ★ 新潟県中越地震 
 

•晩秋の夕方の地震 
•雪国の建物は強かった 
•夕方は火災が多い 
•避難生活２ヶ月 
•応急仮設住宅２年(２冬） 
•高齢社会で、関連死多発 
•｢地域の絆」で共助 
•30万人を3000万人支援 
（避難者比率は阪神の10倍） 
•復興計画は「３＋３＋４」

の10年で考えたが、 
 ２年半で村に戻り、 
 ５年で復興期から発展期へ 
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被災時は他自治体 

復興時に合併 

震災前、光り輝いていた南三陸町 



80％の町民が津波に曝され
60％の町民が自宅を失った 

南三陸町 

浸水区域 １.１４５ha 

港23m 

伊里前16m 

志津川21m 

折立22m 
津波の方向と 

津波遡上高 

南三陸町 

（防災センター） 

全 壊       3,142棟 

死者不明者     845人 

浸水域世帯比    83% 



南三陸町（海に戻った市街地） 

東日本大震災の被害概要と復興の課題 
<被害概況：2013.99> 
Ｍ．９．０ (2011.3.11) 
 
死    者      18,703人 
不明者        2,674人 
負傷者        6,220人 
 （重傷    698人） 
 
震災関連死 2,688人 
 
全    壊    126,574棟＊ 
半    壊    272,302棟＊ 
 
火    災         330件 
 
避難者総数 286,000人 
県外避難者   61,355人 
 (福島県    52,277人) 
 (宮城県   7,538人) 
 (岩手県   1,540人)   
 
＊：一部地域未調査 



東日本大震災における震災関連死と
県外避難者 

 

県 名 
震災 
関連死 

死 者 不明者  全壊 

  建物 

県外 

避難者 

岩 手 389 5,086 1,145 18,460 1,540 

宮 城 862 10,449 1,299 82,889 7,538 

福 島 1,383 3,057 226 21,190 52,277 

7都県 54 111 4 4,035 － 

合 計 2,688 18,703 2,674 126,574 61,355  
震災関連死  ：復興庁発表（2012年3月31日現在） 

          20才以下 ４人  21～65才 １６８人  66才以上  １，４６０人 
震災関連死数 ：復興庁発表（2013年5月１０日「東日本における震災関連死の死者数」） 
その他の被害  ：総務省消防庁「東北地方太平洋沖地震災害報148号」（2013年9月9日） 

単位：人・棟 

津波被災 

市街地 
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 個別再建 

人口 
流出 

見なし 
仮設 

仮設 

市役所 

仮設 

病院 

仮設 

作業所 

人 

口  

回 

帰 

さらなる 人口流出 

仮設住宅 
団地 

個別再建 被災自治体 

県外避難者 

最大72,000人 

応急仮設住宅   53,000戸 
見なし仮設 住宅 63,000戸 

復興公営住宅 

今後の復興の方向 

東日本大震災の復興過程９００日 



東日本大震災の県外避難者等の推移 

2011年 2012年 2013年 

4月 

11日 

5月 

10日 

6月 

9日 

7月 

14日 

8月 

11日 

9月 

9日 

10月 

11日 

11月 

11日 

12月 

11日 

1月 

11日 

2月 

11日 

3月 

11日 

2月 

27日 

9月 

9日 

岩 

手 

県
内 

48,736 37,482 21,183 6,127 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

県
外 

270 － 640 1,295 1,458 1,458 1,434 1,427 1,536 1,545 1,572 1,566 1,627 1,540 

宮 

城 

県
内 

53,412 33,671 23,532 12,932 2,711 2,711 743 47 20 0 0 0 0 ０ 

県
外 

2,011 － 4,042 6,520 8,400 8,400 8,458 8,529 8,603 8,597 8,619 8,548 7,981 7,538 

福 

島 

県
内 

25,663 24,965 23,353 16,861 230 230 94 217 45 2 1 0 0 0 

県
外 

59,274 73,092 75,831 63,227 55,793 55,793 55,024 57,167 59,464 59,933 60,932 62,674 57,135 52,277 

他 

県
内 

1,079 231 1 － － － － － － － － － － － 

合 
 

計 

県
内 

128,890 96,349 68,069 35,920 2,945 2,945 837 264 65 2 1 0 0 0 

県
外 

61,555 73,092 80,513 71,042 65,651 65,651 64,916 67,123 69,603 70,075 71,123 72,788 66,743 61,355 

計 190,445 169,441 148,582 106,962 68,596 68,596 65,753 67,387 69,668 70,077 71,124 72,788 66,743 61,355 

復興庁(2013.9.275）「全国の避難者棟の数」によると、47都道府県1200自治体に 

①全国の避難者 28万6千人、②避難所にいる者 99人、③住宅等の入居済 27万1千人 

＜総務省消防庁・「災害報」による＞ 

南三陸町復興計画策定での課題 
①復興の目標とは 

  ・・・非被災地（者）を含む、被災地（者）が目指すべき目標像
であり、災害を契機に実現可能となる未来像 

  ・・・その共有化が「復興への合意の形成」であるが 

②復興の目標が、人口減少を前提とする復興計画とは 

③産業復興の可能性 ・・・雇用確保と低地利用の困難さ 

④住民と自治体との「絆」「協働」の重要性 

  ・・・「被災者生活再建支援カルテ」、「被災集落復興支援カル
テ」による、最後の一人、最後の一集落までの支援。 

⑤復興で目指す安全のレベル 

  ・・・膨大な施設管理と自治体存続の危機？ 

⑥復興の迅速化 ・・・阪神大震災よりも半年以上の遅れ？ 

⑦自治体の思考能力を超える復興事業量 

  ・・・百年の大計を考える余裕がない、膨大な復興事業申請 



東日本大震災・復興対策本部 

 

・復興本部長（南三陸町町長） 
・副本部長（南三陸町副町長） 
・本部員（各課長） 

南三陸町・震災復興推進課 

（復興対策本部事務局） 
・復興計画策定会議の進捗管理 

・構想・計画の素案作成 

・復興関連政策・事業の調整管理 

・各専門部会案件の総合調整 

震災復興計画策定会議 
（副町長・教育長・議会代表 

 ・県・国・関係機関・有識者 

 等：委員の任期は2年間） 
・復興計画の審議と作成 

・復興事業の包括的審議 

・復興計画の進行管理 

震災復興町民会議   
（公募町民・各種団体代表・ 
 各年代総代表町民＋宮城  

 大学（ファシリテーター）） 
・町民としての「まち将来像」 
・各層からの復興への思い 

・各会からの意見の集約 

・シンボルプロジェクト提案 

・復興ロードマップの提案 

南三陸町議会 
・復興計画の審議 

・復興計画の承認 

復興推進技術会議 
（国土交通省直轄事業・  

 基礎調査・復興手法検 

 討調査：国・関連機関・  

 県・町・コンサルタント・ 
 作業管理委員） 
・津波被災調査 

・津波避難実態調査 

・市街地復興手法等技術検 

 討調査 

・住宅再建意向調査 

・漁村集落復興計画の合意 

 形成支援 

復興施策検討専門部会（南三陸町） 
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〈ま
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将
来
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〉・ 

南三陸町震災復興計画      〈目標年次 ： ２０２１年３月〉 

目標１ 安心して暮らし続けられるまちづくり 

 （１） 命を守る土地利用への転換 

 （２） 地域コミュニティの再構築 

 （３） 生命と財産を守る防災と減災のまちづくり 

 （４） 防災・減災システムの整備 

 （５） 命を守る交通ネットワークの整備 

 （６） 災害に強い情報通信手段の確保と地域情報 

     化の推進 

 （７） 安心を実感できる保健医療・福祉のまちづくり 

目標２ 自然と共生するまちづくり 
 （１） 自然環境の保全 

 （２） エコタウンへの挑戦 

 （３） 生活衛生環境の保全 

 （４） ふるさとを想い、復興支える「人づくり」 

目標３ なりわいと賑わいのまちづくり 

 （１） 産業の再生・発展 

 （２） 雇用の創出と交流人口の増大 

推進方策 １ 
まちと地域が力を合わせ 

協働で取り組むまちづくり 

推進方策 ２ 
町の主体性を堅持し国・県
と連携して進めるまちづくり 

シンボル 

プロジェクト 
①津波の伝承  

②被災者の 

      生活支援 

③命を守ロード 

④町の賑わい復活 

⑤「絆・感謝」 

緊急対応課題 
(1)被災者の生活支援 

 と自立生活への誘導 

(2)ライフラインと河川  

 堤防・護岸の仮復旧 

(3)災害廃棄物の処理 

(4)消防・防災機能の 

 早期回復 

(5)雇用の確保 

(6)産業の復旧 

(7)病院・学校・社会福 

 祉施設の復旧と移動 

 手段の確保 

(8)行政機能の回復 



被災自治体の人口動向 
（2011.3.11～2013.2.1） 

県 岩手 宮城 福島 合計 

被災沿岸自治体数 １２ １５ １４ ４１ 

人
口
増
減
率 

－２０％ 以下 １ １ ０ ２ 

－２０～ －１５ ％ １ ２ ０ ３ 

－１５～ ｰ１０ ％ １ ０ ０  １ 

－１０～ －５ ％ ２ ３ ８ １３ 

－５ ～ ０ ％ ７ ７ ６ ２０ 

人口増加 ０ １ ０ １ 

応急仮設住
宅居住者 

戸数 １６，８２９ ４２，４９０ ４０，９３７ １１８，７５４ 

居住人口 ３９，９７３ １０７，５５２ ９７，１１７ ２９２，８４６ 

東日本大震災では 
• 住民の８割もが被災し、６割もが自宅を失い、自治体も庁舎と職員
を失いという、激甚な被災を受け、「命を守れたか」が減災の課題。 

• 大量の行方不明者の発生と捜索が、災害対応の最優先課題。 

• 統廃合で高台に移転した小中学校が、避難所の確保となった。 

• 復興で高台移転をめざすにも拘わらず、高台に多くの「応急仮設住
宅」の建設が先行されてしまった。 

• 全損のほぼ全世帯が仮設住宅を要望し、「見なし仮設住宅」を多用
することになり、被災者が被災地を離れていった。 

• さらに、とくに福島県では多数の震災関連死と県外避難者が発生。 

• 地域関係は分断され、復興に向けての地域の絆は希薄化し、話し
合いも、合意の形成も容易ではない状況を作ってしまった。 

• 「産業」の回復、「職」の回復が急がれるが、地盤の嵩上げは、高台
開発での土量が必要。 



東日本の復興計画の課題 
①復興の目標とは・・・非被災地（者）と被災地（者）を含む、
「総合まちづくり」としての復興計画の役割 

②人口減少を前提とする復興計画とは 

③産業の復旧・復興の遅れ・・・被災地における雇用喪失 

④見なし仮設(63千戸)・仮設（53千戸）：ｺﾐｭﾆﾃｨの崩壊 

 ＊住民と自治体との協働関係の持続化・・・「被災者生活
再建支援カルテ」、「被災集落復興支援カルテ」による、
最後の一人・最後の一集落まで支援が地域を救う！ 

⑤復興で目指す安全のレベル・・・防潮堤の論議 

⑥自治体の思考能力を超える復興事業量・・・人的資源の
確保と官（国）・公（自治体）・民の役割分担？？ 

⑦地域復興の遅れ（流出人口を取り戻せるか？？) 

東日本大震災と阪神・淡路大震災の 

復興過程の比較（１） 

事   項 東日本大震災 阪神・淡路大震災 

震災の特徴 広域巨大複合震災（Ｍ9.0） 
津波・原発損傷 

巨大震災（Ｍ7.3） 
 都市直下型 

災害救助法の適用  ２４１市町村 ２５市町 

人的
被害 

死者・不明者 ２１，３７７人  

（60才以上が６５％） 
５，５０２人  

（60才以上５９％） 

震災関連死 ２，６８８人 （66才以上9割） ９３２人 

負傷者 ６，２２０人 ４３，７９２人 

建物
被害 

全壊・焼失建物 １２６，５７４棟 １１１，９４１棟 

半壊建物 ２７２，３０２棟 １４４，２７４棟 

漁業被害 漁船22,000隻以上、260漁港 漁船40隻、17漁港(淡路) 

農業被害 ２３，６００ｈａ ２１４ｈａ 

被害総額 １６～２５兆円 １０兆円 



東日本大震災と阪神・淡路大震災の 

復興過程の比較（２） 
事 項 東日本大震災 阪神・淡路大震災 

地域特性 ・仙台都市圏以外は人口減少 

 地域で高齢率も高い 

・全体に高齢率は高くないが、 

 その中で被災地域の高齢率は  

 高く、人口減少傾向にあった 

自治体の
被災状況 

職員も多く被災（330人死亡？） 
行政庁舎も大被害 

庁舎移転：大槌・陸前高田・    

    南三陸・女川・亘理・山元 

庁舎一部移転：宮古・遠野・ 
    釜石・塩釜・気仙沼  

・神戸市職員の死亡  １５人 

・家屋被災の職員    ４２％ 

・当日の出庁率     ４１％ 

   1週間後での出庁率 ９０％） 
・消防庁舎など庁舎被害も多い  

 が、壊滅的ではない。 

自治体の
財政力 

財政力指数の低い自治体が多く、
３県の市町村の7割が全国平均
以下 

・財政力指数の低い自治体は 

               ２割程度 

自治体／
行政応援 

・膨大で長期的な応援 ・延144,000人の自治体間応援 

東日本大震災と阪神・淡路大震災の 

復興過程の比較（３） 
事 項 東日本大震災 阪神・淡路大震災 

避難者 ・ピーク時（被災から１週間目） 
          ３８７，０００人 

       （避難所 2,500所） 
・７ヶ月後     ７２，０００人 

 （福島の62,000人県外避難） 

・ピーク時（被災から５日目） 
          ３２７，０００人 

       （避難所 1,200所） 
・７ヶ月後    避難者は ０人 

   （神戸市待機所に4,000人） 

応急仮設
住宅 

・2012年9月現在 

・応急仮設住宅供給数 

            ５３，１６９戸 

・入居戸数     ４８，７０２戸 

・見なし仮設住宅 ６３，３７９戸 

・1995年７月現在 

・応急仮設住宅供給数 

            ４７，０００戸 

・入居戸数     ４０，０００戸 

・見なし仮設住宅    ２１２戸 

ガレキ ・災害廃棄物   １８０２万トン 

 （撤去率８３％・処分率２５％） 
・津波堆積物    ９５６万トン 

 （撤去率５４％・処分率８％） 

・国費対象    １４５０万トン 

  （半年後には解体も含め 

       ８０％程度の撤去率） 



東日本大震災と阪神・淡路大震災の 

復興過程の比較（４） 

事 項 東日本大震災 阪神・淡路大震災 

復興予算 

２３兆円（政府予算：10年） 
     （３０兆円：推定） 
・当初５年間で１９兆円 

（復旧10兆円・復興9兆円） 
・復興交付金制度 

・取り崩し型復興基金 

             １９６０億円 

１０  兆円（政府予算） 
１６.３兆円（民間含む） 

・当初５年間で９．２兆円 

   (復旧4.7兆円、復興4.5兆円) 

・補助金 

・利子型復興基金 

      （10年間で）３５８９億円 

国の動向 復興基本法     6月24日施行 

復興対策本部   6月24日設置 

      （3県に現地対策本部） 
復興構想会議   6月25日提言 

復興基本方針   7月29日策定 

            8月11日改定 

復興庁   2012年2月10日設置    

・阪神・淡路大震災復興委員会 

            2月16日開催 

（10月30日までに3意見と11提
言） 
・復興対策本部 

     総理府に2月25日設置 

 

東日本大震災と阪神・淡路大震災の 

復興過程の比較（５） 

事 項 東日本大震災 阪神・淡路大震災 

復興のた
めの被害
調査 

行方不明者の捜索に追われて、    
        被災地調査5月以降 

震災の3日後～7日後までに   
   復興のための被災地調査 

建築基準
法による
規制 

計画的復興のために建築基準法
84条建築制限区域の制限期間を  
        ８ヶ月に延期（特例） 
宮城県制限区域の指定６ヶ月後？ 

建築制限期間は法定の２か月 
震災の２週間後に84条建築制
限区域の指定・公示 

復興都市
計画の法
決定 

★復興計画を都市計画決定に先
行 
復興推進地域の決定  1年後 
復興都市計画の決定 １５ｹ月以降 
復興事業の決定    １６ｹ月以降 
（大部分の決定は未だ未決定） 

★復興計画の策定に先立って、  
  都市計画を決定した 
復興推進地域の決定 ２ヶ月後 
復興都市計画の決定 ２ヶ月後 
復興事業の決定   １０ヶ月後 



３０年以内に震度６弱以上の 

地震にみまわれる確率 ２０１０ 
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東海･東南海･南海地震(Ｍ９．０？) 

３０年以内の発生確率６０～８７％ 

首都直下地震(Ｍ７．３) 
３０年以内発生確率７０％ 

０%  ０.１%   ３%    ６%    ２６%  １００% 

東日本に引き続き 

切迫する広域巨大震災 

直接被害と間接被害の危機管理 

•直接被害への危機管理とは 

  ＊効果的な減災で地域を守る    

       災害対応の危機管理 

•間接被害への危機管理とは 

  ＊被災後の地域衰退を防ぐ 

       地域復興の危機管理 



なぜ、東京都で事前復興対策か 

• 中央防災会議の首都直下地震の被害想定(2005)の最悪ケースの

「東京湾北部地震」では、建物全壊２０万棟と全焼６５万棟で

合計８５万棟（160万世帯）が住家喪失、復興費用６５兆円、

１年間の経済損失４７兆円。 

• 東京都の被害想定(2012)でも木造密集市街地で３０万棟・５５

万世帯が住家を喪失、市街地復興が不可欠。 

★阪神･淡路大震災の３倍の被害を、阪神･淡路大震災と同じ復興

スピード（時間）で復興するには、？？？ 

●「復興対策野事前の取り組みが必要」 

  目指すべき目標像、計画／施策の作り方、復興の進め方、を

事前に準備し、公表し、都民と共有しておくできではないか。 

★重要なのは東京都ではなく、まちづくりの最前線は市区町村。

。 

 

東京から始まった復興対策の   

 事前準備の取り組み 

 阪神大震災による復興まちづくりの教訓 

・「復興街づくり」は、被災者の住まい・生活・仕事の復興
の基盤であるため、「迅速性」が求められる。 

 

・従前に「街づくり活動」をしていた地区では、復興街づく
りへの合意形成が早くなる。 

 

・短期間で、都市計画事業をはじめ総合的な復興を実現
するには、事前に復興対策を準備しておくことが有効
ではないか。 

 

・「事前復興計画」「復興準備計画」「復興計画準備対策」
の必要性が指摘された。 



東京都の事前復興対策の系譜 
１９９５ 阪神・淡路大震災 

１９９６ 地域防災計画（第８次） 

１９９７ 防災都市づくり推進計画（防災生活圏構想拡張） 

     都市復興マニュアル／東京直下地震の被害想定 

１９９８～「都市復興計画策定訓練」（都都市整備部・区市町職員） 

１９９８ 生活復興マニュアル／地域防災計画（第９次） 

２００１ 震災復興グランドデザイン 

２００３ 震災復興マニュアル（復興プロセス/復興施策：改訂版） 

     （改定）防災都市づくり推進計画 

              復興まちづくり模擬訓練（練馬区・墨田区） 

２００４～２００６ 「復興市民組織育成事業」 

     復興まちづくり模擬訓練：足立・葛飾・新宿・墨田・世田谷 

     ・北・千代田・八王子・練馬・目黒・杉並・板橋 

２００７～ 区で復興訓練と復興マニュアル･復興条例準備の継続 

２０１２  東京湾北部地震など新しい被害想定 

東京の事前復興対策 
－四段階の事前復興計画の取り組み－ 

（１）どのような復興を目指すのか 

   復興デザイン・ビジョン論：復興目標像づくり 

• 「震災復興グランドデザイン（復興計画論）」 
（２）どのように復興計画を策定するのか 

   計画・事業ガイドライン論：復興計画・政策づくり 

• 「震災復興マニュアル（復興施策編）」 
（３）どのように復興を進めるか 

   復興プロセス・運営論：復興プロセス管理 

• 「震災復興マニュアル（復興プロセス編）」 

（４）どのように事前に実践し継続するか 
    事前復興・実践論：復興からの防災まちづくり 
• 「震災復興まちづくり訓練・都市復興図上訓練」 
    復興まちづくりの思考訓練とまちづくり活動の活性化 
 

 



東京都の事前復興対策 
震災復興マニュアル（施策編）／（プロセス編）／震災復興グランドデザイン 

＜ビジョン＞：復興の「方針」と「目標像」 
◎合意形成とは、復興の目標となる「まち像」を地域 
 で共有することである。復興後に、地域住民がどの 
 ような生活をするのか、イメージできる都市像を。 
◎事前にそのような都市像を議論しておくことが重要  
 であろう。都市計画マスタープランを活用する。 
 都市マスでは「防災の方針」を書くのだが、さらに  
 「復興の方針」を書いておき、議論しておく。 
●大規模災害復興法(2013)が創設され、都道府県は 
 「復興方針」を定め、市町村は単独であるいは都道 
 府県と共同で復興計画を策定することを規定。 
★「被害想定」に基づいて『復興方針や復興計画』を 
 事前に考えておくことが望まれる。 
 

① 「震災復興グランドデザイン」   



復興戦略プロジェクト 「震災復興グランドデザイン」 

葛飾区の都市計画マスタープランに描いた
「震災復興の方針」 



＜ガイドライン＞：復興対策・計画の作り方 

◎復興体制・復興施策・復興計画をどう進めるか。 

◎重点区域・促進区域・推進区域の違い。 

◎被害状況、基盤整備状況、地域特性などによる復興
の区域区分や復興施策の大系づくり。  

  ② 「震災復興マニュアル（施策編）」 

     序 章 

・復興施策検討の基本的視点 

 「自立・共助と公助」 

 「政策の優先順位」 

 「都民との協働・連携」 

 「公平性」「東京の特殊性」 

 「事前準備と復興施策の 

 包括的パッケージの提示」 

・地域協働復興の推進 

第２章 復興体制の構築 
    体制の構成・復興計画策定・復興の業務範囲 
    （財政方針・人的資源・用地・ガレキ・広報・・） 
第３章 都市の復興 
    都市復興のプロセス・計画策定の基準･手順 
第４章 住宅の復興 
    住宅復興計画・応急対策・再建支援・公的住宅 
第５章 くらしの復興 
    医療・福祉・保健・文化・教育・社会・・・ 
第６章 産業の復興 
    産業復興方針・中小企業支援・雇用就業確保 

震災復興マニュアル 

「施策編」の構成   

      序章   

１節 マニュアルのしくみと対象 

２節 マニュアルの管理と見直し 

３節 復興施策検討の基本的視点 

  「自立・共助と公助」 

  「政策の優先順位」 

  「都民との協働・連携」 

  「公平性」 

  「東京の特殊性」 

  「事前準備と 

   包括的パッケージの提示」 

４節 地域協働復興の推進   

 第２章 復興体制の構築 
  １節 東京都震災復興本部の設置 

 ２節 被害状況および復旧・復興 

     状況の把握 

 ３節 震災復興計画の策定 

 ４節 財政方針の策定等 

      ・・・・・復興基金 

 ５節 人的資源の確保 

      ・・配置・派遣・支援 

 ６節 用地の確保 

      ・・・空地の事前調整 

 ７節 がれき等の処理 

 ８節 広報・相談体制 

 ９節 学校教育・・・・避難所や 

       グランド利用の関連 

１０節 文化・社会生活 

１１節 外国人への支援 

１２節 ボランティア等の市民活動 

１３節 消費生活 

     ・・・物資・物価の安定 



震災復興マニュアル 

「施策編」の構成  

第３章 都市の復興 
１節 目的等 

２節 都市復興のプロセス 

３節 行動プログラム 

   ・家屋被害概況調査 

   ・家屋被害状況調査 

   ・都市復興基本方針 

   ・第一次建築制限 

   ・時限的市街地 

   ・復興対象地区 

   ・都市復興基本計画(骨子案) 

   ・第二次建築制限 

   ・復興まちづくり計画等 

   ・都市復興基本計画 

   ・復興事業 

   ・今後の取り組むべき事項 

第４章 住宅の復興 
１節 住宅復興計画の策定 

２節 応急的な住宅の整備 

３節 自力再建への支援 

４節 公的住宅の供給 

５節 安全･快適･福祉のまちづくり推進 

 
第５章 くらしの復興 
１節 医療 

２節 福祉（地域福祉と生活支援) 

３節 保健（保健と生活環境整備) 

第６章 産業の復興 

１節 産業復興方針の策定 

２節 中小企業施策・・事業仮設・物流確保 

３節 観光施策・・・都市イメージの回復 

４節 農林水産業施策 

５節 雇用・就業施策 ・・・離職者支援・再 

     就職斡旋・雇用の確保・・・ 

６節 相談・指導体制の整備 

＜プロセス＞：計画立案・事業実施のプロセス 

◎「地域協働復興」を基本に、「復興まちづく
り地域協議会」を立ち上げ、計画づくりのみ
ならず、その後の事業推進についても、プロ
グラム作りをしていく。どのように協議会を
立ち上げるのが良いのか。 

◎全体像を議論するためには、連合自治会的に
説明会を行い、復興協議会は、事業に合わせ
て組織づくりする。既存組織を前提にすると、
それに事業区域が引きずられる可能性もある。 

＊東京都ホームページ（http//www.metro.tokyo.jp） 

 ③「震災復興マニュアル(プロセス編)」 



震災復興マニュアル 
（復興プロセス編） 

 ＜原 則＞ 自助･共助･公助 

        協働と連携 

＜基本視点＞＞ 

①住民主体（自助・共助）と支援
（公助） 

②多様なプロセスへの対応（多
様な公助） 

③本格復興までの暫定的な生
活の場の確保 

④平時からの地域づくり活動の
推進と支援 

⑤「震災復興グランドデザイン」
に基づく都市復興 と総合的
な地域づくり 

＜基本方針＞＞ 

 ①「被災者の思い」に答える
生活再建・地域協働復興 

 ②迅速な地域力回復・コミュ
ニティ再生・就業再開 

＜方 針＞ 

 ①復興についての住民等の
地域協議を支援する 

 ②専門家やＮＰＯによる復興
街づくり活動の支援 

 ③被災者がまちで協議のた
めに時限的市街地づくり 

 ④避難対策から本格復興ま
での連続的復興 

 ⑤多様な事業主体･手法の居
住確保で複線的復興 
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東京都「震災復興マニュアル」 
（復興プロセス編④） 

＜「時限的市街地」づくりのプロセス＞ 

 ① 大規模被害からの連続復興のために「暫定的な
生活と街づくり協議の場」を被災地区に仮設する。 

 

 ② 応急仮設住宅／仮設作業所等／残存建物の応
急修理、による「（仮設）時限的市街地づくり」である。 

 

 ③ 地域住民等と協働で、時限的な土地利用を都市
計画し、「暫定的な生活の場」を確保する制度の検討。 

   ・仮設建築物用地一時賃借支援制度 

   ・仮設建築物整備支援制度 

 ④ 大規模災害借地借家法(2013)が制定され、「被
災地短期借地権」が創設。被災地を5年間借り上げ
て、仮設住宅、仮設店舗、仮設作業所などが可能に。 

時限的市街地による震災復興の考え方 



被災市街地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時限的市街地 仮設事業所 応急仮設住宅 

自力仮設 

東京の震災復興：ステップ１ 被災市街地に時限的市街地を 

避難所 避難所 

避難所 避難所 

借上住宅 

地震発生 

    仮設住宅･店舗等 

 ↓ 

   復興住宅･店舗等 
仮設事業所 応急仮設住宅 

自力復興住宅        

自力復興店舗        

東京の震災復興： 

     ステップ２「時限的市街地からの都市復興」とは 

復興公営住宅 

復興 

都市再開発 

自力仮設 

時限的市街地→復興市街地 

土地区画整理 

地区計画 

借上住宅 



④ 東京都の事前復興の取り組み 

①東京都主導の「都市復興模擬訓練」 

＊行政職員による都マニュアル「復興施策」の実践的訓練 

＊都市整備局主導で1998年度から毎年開催（第１５回） 

＊「地域協働復興」による都市復興の進め方の疑似体験。 

②区市の「復興マニュアル・復興条例」づくり 

＊復興の最前線となる区市の事前復興の取り組み 

＊１９区１市で様々な取り組みが進展中 

③「復興まちづくり模擬訓練」 

＊復興まちづくりプロセスの地域社会との共有化 

＊1６区市４０地区以上で「復興まちづくり訓練」を実践し、
区市のマニュアルづくりや新しい防災まちづくりの展開に。 

(1)「都市復興図上訓練」とは 
★都が区市職員を対象に、とくに都市復興を中心に、 

  『震災復興マニュアル（施策編）』について、 

  行政としての復興対策の取り組み訓練を行う。 

★おもに都市復興の中心となる都市整備部局と災害対
策部局の職員が参加。 

 

＜都市復興図上訓練のプログラム＞ 

①モデル地区での街歩きと、街区単位被害調査訓練 

②被害想定に基づく８４条制限区域設定訓練 

③地区まちづくり方針及びプランの策定訓練 

   ③‘時限的市街地（仮設市街地）づくりの検討 

   ③“広域的都市基盤の復興方針の検討 

④復興計画説明会での説明訓練 



震災復興模擬訓練２０１２ 

(2)「復興まちづくり模擬訓練」とは 

●「震災復興マニュアル」で考えているように、 

 「地域力」を基礎に、 

 「地域協働復興」の 

 「復興まちづくり」はできるのであろうか？ 

      ↓ 

★「復興」についても、対策の事前準備なのであるから、
行政的にも地域的にも「訓練」をしよう。 

●行政の「都市復興図上訓練」と並行して（1998～ ） 

●訓練は、「地域力」の基となる「復興まちづくり訓練」を 

      「復興市民組織育成事業」として（2004～06） 



② 震災復興まちづくり訓練 
〜思い切って「被災者になってみる」訓練～ 

第２回  
街に留まっ
て、復興に
取り組むた
めの時限的
市街地を考
える。 

第３回  
○○の街の
復興計画を
考える。 

理想の街と
は何か。 

第４回  
○○の街の
復興まちづ
くりの進め
方を考える。 

第１回  
○○の街の
地震被害を
イメージし、
課題を話し
合う。 

○
○
地
区
の 

復
興
ま
ち
づ
く
り
訓
練 

の
予
定 

上池袋地区・
震災復興まち
づくり訓練 

(2010) 

改めて、上池袋
の街を歩き、 

新たな発見もあ
りました 



模型で時限的市街地づくりも検討 

街の公園だと、 

何戸建つのかな 

街の復興方針と 
復興まちづくり計画
をまとめて、班ごと
に報告して共有 

被害想定を基に 

街の復興課題を、  
班ごとにまとめて
共有する 



望ましい震災復興の基本理念とは 

●行政にとって、基本構想から始まる平時とは逆に、
実施計画から始まる逆の計画プロセスとなる。 

 ＊都市計画･生活再建支援･企業再建支援等の個別計画 

     そして、 →総合的な復興計画の策定 

●被災者にとっての復興とは：5つの基本理念 

 ① 「連続復興」被災直後からの連続性が必要 

 ② 「複線復興」多様な被災者のニーズに合致 

 ③ 「地域こだわり復興」コミュニティ・地域での 

        共助により再生を推進 

 ④ 「総合復興」生活 暮らし 住まい 街(都市) 

 ⑤ 「連携復興」住民と住民､行政､市民､専門家,企業 

これからの「復興」の基本方向とは 

• 20世紀：帝都復興時代、それは、器（都市空間）

を近代化し、それに相応しく社会を近代化させる
復興戦略であった。 

  それは、Growing復興計画であった。しかし、 

• 21世紀：人口減少・高齢化時代で、「成功した復

興」とは、被災した「人々の生活に笑顔」が戻り、
「地域社会が活性化」し、それらの社会と生活に
最も相応しい「住まい」や「街並み」が再生されて
いくことである。 

  それは、（Smart)Shrinking復興計画である。 



何を再建・復興するのか 
①ヒューマン・ウェア：人間としての生活 

• 家族が揃って生活すること（安定） 

• 自立した生活を取り戻すこと（尊厳） 

②ソーシャル・ウェア：社会の仕組み 

• 地域の仕組み（地域コミュニティ） 

• 産業の仕組み（産業コミュニティ） 

③ハード・ウェア：生活と活動の場づくり 

• 住宅（復興いえづくり） 

• 地域（復興まちづくり） 

• 産業施設（復興産業づくり） 

• 都市施設（復興都市づくり） 

ヒュｰマン
ウエア 

ハード 

ウエア 

被災者 

被災企業 

ソーシャル 

ウエア 

地域社会 

NGO・NPO 

行政・政府 

専門家 

災害復興の 
対象と主体 

共助 
 

 

 

自助 
 

 

 

 

 

 

公助 



今日の復興には復興アセスメントが重要 

• 人口増加の時代には、器（都市空間）づくりから
始めることに重要な意味を持ったが、これからは
「器から」ではなく、「中身（社会・生活）から」始め
るべき復興計画である。だが、 

• 手続き的には、ハードな都市空間の整備や住ま
いの再建計画が先行（２～６ヶ月後）する。（都市
計画法・被災市街地復興特措法） 

• が、そのコンテンツである社会や生活の復興は、
日々状況が推移する。６～８ヶ月で、議論に齟齬
がでる可能性があり、モニタリング（事業管理
PDCA：復興アセスメント）が重要になる。 

災害復興期の地域危機を緩和する
ための危機管理：「事前復興論」 
～事前に考えておく復興対策のすすめ～ 

1)被害想定に基づく「復興対策」の事前準備 

2)地域特性を考慮した「復興対策」の事前検討 

3)緊急対応期に始まる「復旧・復興計画」づくりの手順 

4)緊急対応（避難所・応急仮設住宅）期からの「連続復興
プロセス」の事前検討 

5)多様な被災者の需要に見合った「複線復興手法：復興
基金の設置等」の事前検討 

6)事前のたような「まちづくり活動・地域活動」が、“地域こ
だわり復興”と“連携復興”を可能とし、被災者の復興モ
チベーションを高める 

7)話し合う時間も場所もある今から進める「防災まちづく
り」こそが、究極の「事前復興まちづくり」になる。 



｢事前復興対策｣の将来的位置づけ 
①どのような都市として復興をするのか「都市像」や

「市街地像」「生活像」を事前に準備しておく 
「震災復興グランドデザイン」も。 

  →「都市計画マスタープラン」に位置づけ 

②被災後に進める復興対策の手順や進め方（「震災復
興マニュアル」）を事前に講じておく。 

  →１９区で「地域防災計画」復興対策に位置づけ 

  →さらに｢活動マニュアル｣、｢BCP｣に位置づけを 

③被災後の復興事業の困難さを考えると、事前に復興
まちづくりを実現し、災害に強いまちにしていくこ
とこそ、「事前復興」である。 

  →脆弱な地域での「復興訓練」としての実践から 

  →そのきっかけに「復興まちづくり訓練」を 

② 

地
域
の
水
準 

 T０ 

現在 
    T１ 

地震発生 
    T３ 

復興計画による 

復興の迅速化 

      T２ 

当初復興事業完了時 

①-2 間接被害 

⑤復興計画・復興プログラムづくり 

⑥復興プロセス（進め方）づくり  

④復興ビジョンづくり 

①
-
2
 直
接
被
害

 

         事前の直接被害の軽減 ＆ 

          復興準備による間接被害の軽減 

地
震 

創造的復興 

のための 

事前復興対策 

④⑤⑥ 

①被害想定 

②防災まちづくりの実践 

⑦復興想定 

③災害対応対策の実践 

被害想定に基づいて、防災まちづくりを実践し、災害対応、復興対策を準備しておくと、 

直接被害とともに間接被害も軽減し、直接・間接の地域の危機の軽減が期待できる。 



もっと重要なのは、 

     日常の取り組みである 

• 日頃から、どのような「地域づくり」を目指し
ていたのか、 

• どのように「地域づくり」を進めていたのか、 

• 危機とは、「日常」を問う。 

• 「日常」が、危機管理能力を育む。 

• 最高の危機管理とは「危機を生み出さない
こと」である 

Imagination can create 

more effective measures. 

想像が対策を創造する 
二つの「そうぞう力」 

「想像力」と「創造力」を育てよう 

ご静聴ありがとうございました。 

中林一樹 


